
輛
は
英
・

米
両
国
か
ら
一

一

輛
（
う
ち
荷
物
車
一

輛

）
を
購
入
、

同
一

八
八
八
年
十
月
一

日

営
業
を
開
始
し
た
。

二

頭
立
て
の

馬
車
が
国
府
津
－
小
田

原
間
約
三

〇
分
、

小
田
原
－
湯
本
間
約
三
五

分
で

走
っ

た
。

下
等
運
賃
は
前
者
が
六
銭
、

後
者
が
八
銭
で

あ
っ

た
。

沿
線
の

人
力
車
・

馬
車
の

営
業
関
係
者
の

反
対
は
強
く
、

ま
た
車
輛
の

動
揺
や
脱
線
、

馬
糞
や

泥
土
の

被
害
、

馬
の

疫
病
な
ど
、

こ

の

馬
車
鉄
道

は
多
く
の

問
題
を
投
げ
か
け
た
。

し
か
し
、

利
用
者
は
年
々

増
加
し
て
い
っ

た
。

そ
れ
だ
け
に
、

こ

の

区
間
の

交
通
機
関
を
、

早
急
に

改
良
す
る
必

要
が
関
係
者
に

痛
感
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

小
田
原
電
気

鉄
道
の

開
業

馬
車
鉄
道
は
、

馬
に

か
か
る
経
費
が
大
き
く
、

会
社
の

経
営
状
態
は
必
ず
し
も
良
好
と
は
い

え
な
か
っ

た
。

そ
の

よ
う
な

時
、

一

八
九
〇
（
明
治
二

十
三

）
年
五

月
東
京
上
野
の

内
国
勧
業
博
覧
会
会
場
で
、

日

本
で

は
じ
め
て

電
車
が
運
転
さ
れ
た
。

馬
車
鉄
道
会

社
で

は
、

同
年
六
月
社
長
田
島
正
勝
と
取
締
役
吉
田
義
方
と
が
東
京
に

赴
き
、

電
車
の

導
入
・

運
転
に

当
た
っ

た
東
京
電
燈
会
社
技
師
長
藤
岡
市
助

に
、

電
気
鉄
道
に
つ

い

て

の

教
示
を
受
け
た
。

同
年
十
月
十
一

日
の

株
主
総
会
に
、

会
社
首
脳
部
は
電
気
鉄
道
に

動
力
変
更
を
し
よ
う
と
い

う
議
案
を
提
出
し
た
が
、

時
期
尚
早
と
し
て

見
送
ら

れ
た
。

そ
し
て
、

各
方
面
か
ら
の

調
査
を
実
施
す
る
こ

と
と
し
、

逓
信
省
技
師
五

十
嵐
秀
助
、

工

学
士
井
口

在
屋
、

外
人
技
師
二

人
に
、

電
力
設
備

・

線
路
設
備
な
ど
に
つ

い

て
の

調
査
を
依
頼
し
た
。

一

八
九
一

年
十
月
一

日

株
主
総
会
で

電
気
鉄
道
へ

の

変
更
に
つ

い

て
の

増
資
が
決
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、

そ
の

実
行
に
つ

い

て

は
、

当
時
の

経
済
的
事
情
が
許
さ
ず
、

着
手
に
い

た
ら
な
い

ま
ま
に

過
ぎ
た
。

一

八
九
三

年
六
月
、

会
社
は
電
気
鉄
道
に
つ

い

て
の

設
計
工

事
全
般
に
つ

い

て

藤
岡
に

依
嘱
、

工

事
施
行
を
武
永
常
太
郎
に
、

水
路
調
査
を
田
辺

朔
郎
に

依
嘱
し
た
。

同
年
十
月
十
二

日

武
永
の

設
計
に

も
と
づ

き
、

馬
車
鉄
道
を
電
気
鉄
道
に

変
更
す
る
件
を
、

神
奈
川
県
を
経
て

内
務
大
臣
に

出

願
、

翌
年
一

月
二

十
一

日
の

臨
時
株
主
総
会
で
、

会
社
に

電
気
鉄
道
改
良
委
員
会
を
お
く
こ

と
と
し
、

資
本
金
を
二

〇
万
円
に

増
額
す
る
こ

と
と
し

た
。
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一

八
九
五
年
一

月
京
都
に

電
気
鉄
道
が
開
業
し
、

動
力
変
更
の

機
運
は
高
ま
っ

た
。

結
局
、

資
金

導
入
の

た
め
に

株
式
譲
渡
が
お
こ

な
わ
れ
、

同
年
十
月
取
締
役
に

中
野
武
営
・

牟
田
口

元
学
・

藤
岡

市
助
・

吉
田
義
方
・

田
島
正
勝
が
就
任
、

と
く
に

中
野
が
社
長
に

就
任
す
る
と
、

計
画
は
急
速
に

実

現
の

方
向
に
向
か
っ

た
。

一

八
九
六
年
七
月
十
八
日
、

電
気
鉄
道
に
つ

い

て
の

特
許
状
が
下
付
さ
れ

た
。十

月
十
五
日
に

は
商
号
を
小
田
原
電
気
鉄
道
株
式
会
社
に

変
更
、

資
本
金
は

七
〇
万
円

と
な
っ

た
。

工
事
は
湯
本
茶
屋
発
電
所
の

建
設（
一

八
九
八
年
一

月
着
工

）、
電
化
の

た
め
の

線
路
・

橋
梁
の

改

良
（
一

八
九
九
年
二

月
着
工

）
な
ど
で
、

発
電
所
は
一

九
〇
〇
年
二

月
、

線
路
そ
の

他
の

工
事
も
一

九

〇
〇
年
三

月
に

完
成
、

三

月
二

十
一

日
か
ら
営
業
運
転
を
開
始
し
た
。

車
輛
は
電
動
車
一

四
輛
、

付
随
車
一

輛
、

ほ
か
に

馬
車
鉄
道
時
代
か
ら
の

車
輛
の
一

部
七
輛
（
う

ち
五
輛
は
付
随
車
、

二

輛
は
荷
物
車
）を
使
用
、

合
計
二

二

輛
を
整
備
し
た
。

い

ず
れ
も
四
輪
単
車
で
、

電
動
車
は
二

五
馬
力
電
動
式
二

個
を
そ
な
え
て
い

た
。

客
車
等
級
は
一

、

二
、

三

等
に

分
か
れ
、

一

・

二

等
混
合
車
の

定
員
は
三
五
人
（
一

等
一

五
人
、

二

等
二

〇
人
）、
二

等
車
四
〇
人
、

三

等
車
五
〇
人
と
さ
れ
、

運
賃
は
馬
車
鉄
道
時
代
と
同
額
と
さ
れ
た
が
、

一

等
運
賃
は
全
線
九
三

銭
で

あ
っ

た
（
箱
根
登
山
鉄
道
株
式
会
社
『
箱
根
登
山
鉄
道
の

歩
み

』）。
こ

う
し

て
、

全
国
で

第
四
番
目
、

神
奈
川
県
で

第
二

番
目
の

電
車
の

営
業
は
開
始
さ
れ
た
。

小田原電気鉄道（酒匂橋） 市川健三氏提供
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豆

相

人

車

鉄

道

箱
根
に

く
ら
べ

る
と
、

熱
海
は
か
な
り
後
ま
で
、

い

わ
ば
「
陸
の

孤
島
」

と
い
っ

た
状
況
に
お
か
れ
て
い

た
。

熱
海
の

温
泉
は
古
く
か
ら
開
発
さ
れ

て
い

た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

こ

こ

が
東
海
道
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
り
、

ま
た
小
田
原
や
三

島

か
ら
熱
海
に
い

た
る
交
通
路
は
険
峻
な
山
地
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

こ

の

よ

う
な
地
形
の

条
件
が
、

熱
海
へ

の

交
通
路
の

開
発
を
遅
ら
せ
た
と
い

え
よ
う
。

鉄
道
が
国
府
津
ま
で

開
通
し
た
当
時
、

東
京
か
ら
熱
海
へ

行
く
に

は
、

途
中
小
田
原
で
一

泊
し
、

小
田
原
－
熱
海
間
は
徒
歩
で
一

日
、

駕
籠
で

半
日
と
い

わ
れ
た
。

こ

の

よ
う
な
条
件

を
打
開
す
る
た
め
、

一

八
八
六
（
明
治
十
九
）
年
に

茂
木
惣
兵
衛
・

高
島
嘉
右
衛
門
・

雨
宮

敬
次
郎
・

大
倉
喜
八
郎
・

平
沼
専
三

ら
東
京
・

横
浜
の

実
業
家
、

石
渡
喜
右
衛
門
・

樋
口

忠

助
・

露
木
準
三

ら
熱
海
の

旅
館
経
営
者
が
、

小
田
原
－
熱
海
間
に

人
車
鉄
道
を
建
設
す
る
計

画
を
立
て
た
。

人
車
鉄
道
は
、

狭
軌
の

軌
道
に

小
型
の

車
輛
を
載
せ
、

人
力
で

押
し
て
い

く
も
の

で
、

比

較
的
少
額
の

資
金
で

鉄
道
を
建
設
運
営
す
る
た
め
に

考
案
さ
れ
た
方
式
と
い

え
よ
う
。

こ

の

場
合
も
、

建
設
費
を
少
な
く
す
る
た
め
、

道
路
沿
い

に

線
路
を
敷
設
す
る
よ
う
に

設
計
し
、

そ
の

結
果
、

曲
線
・

勾
配
な
ど
蒸
気
そ
の

他
の

動
力
車
を
使
用
す
る
の

に

適
さ
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

一

八
八
九
（
明
治
二

十
三

）
年
内
務
大
臣
に

特
許
を
申
請
、

翌
年
十
一

月
二

十
日

特
許
を
得
た
が
、

資
本
金
募
集
な
ど
の

理
由
か
ら
延
期
を
出
願
、

一

八
九
一

年
六
月
か
ら
、

宇
野
柄
吉
・

佐
分
利
一

嗣
ら
に

依
嘱
し
て
、

再
び
測
量
を
実
施
、

当
初
の

計
画
よ
り
簡
易
な
線
路
を
選
ぶ

こ

と
と
し
た
。

豆相人車鉄道 今井利久氏提供
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結
局
、

線
路
が
開
通
し
た
の

は
、

熱
海
－
吉
浜
間
六
マ

イ
ル

四
〇
チ
ェ

ー
ン

（
約
一

〇
・

四
㌔
㍍

）
が
一

八
九
五
年
七
月
十
日
、

吉
浜
－
小
田
原
間
九

マ

イ
ル

（
約
一

四
・

四
㌔
㍍

）
が
一

八
九
六
年
三

月
十
二

日
で

あ
っ

た
。

こ

の

の

ち
、

一

九
〇
〇
年
六
月
二

十
日

小
田
原
町
内
二

六
チ
ェ

ー
ン

（
約
五

二

〇
㍍
）
が
開
通
、

全
線
約
二

五
・

三

㌔
㍍
と
な
っ

た
。

全
線
が
単
線
、

軌
間
は
、

当
時
二

フ

ィ

ー
ト
（
約
六
一

〇
㍉
㍍
）、

最
急
勾
配
は
一

〇
〇
〇
分
の

四
〇
、

最
小
曲
線
半
径
七
・

五

㍍
で

あ
っ

た
。

途
中
の

停
車
場
は
、

小

田
原
方
か
ら
早
川
口
・

石
橋
・

米
神
・

根
府
川
・

江
ノ

浦
・

城
口
・

吉
浜
・

門
川
・

伊
豆
山
で
、

各
停
車
場
に

行
違
設
備
が
あ
っ

た
。

車
輛
は
客
車
が
四
一

輛
、

い

ず
れ

も
二

軸
車
で
、

長
さ
一

六
二
一

㍉
㍍
と
一

五
三

〇
㍉
㍍
と
二

種
類
が
あ
り
、

定
員
は

上
等
四
人
、

中
等
四
－
五

人
、

下
等
六
人
、

貨
車
は
無
蓋
車
八
輛
で
、

多
客
時
に

は

屋
根
を
張
っ

て

客
車
と
し
て

使
用
し
た
こ

と
も
あ
っ

た
。

一

八
九
八
年
の

時
刻
表
に
よ
る
と
、

一

日
六
往
復
、

所
要
時
間
は
三

時
間
四
〇
分

－
四
時
間
、

小
田
原
－
熱
海
間
の

下
等
運
賃
は
五

〇
銭
（
中
等
は
五
割
増
、

上
等
は
下

等
の

二

倍
）で
あ
っ

た
。

乗
客
が
多
い

と
き
は
、

数
輛
が
列
を
な
し
て
運
行
さ
れ
た
。

上
り
勾
配
に
さ
し
か
か
る
と
、

乗
客
も
降
り
て

押
し
上
げ
た
と
い

う
。

熱
海
鉄
道
と

大
日
本
軌
道

人
車
鉄
道
は
輸
送
力
が
小
さ
く
、

と
く
に

下
り
勾
配
や
曲
線
で

は

脱
線
・

転
覆
の

危
険
が
大
き
い

と
い

う
の
で
、

そ
の

改
良
が
計
画

さ
れ
た
。

一

九
〇
四
年
、

同
社
は
米
国
の

ボ
ー
ル

ド
ウ
ィ

ン

社
に

小
型
機
関
車
を
発

熱海鉄道 市川健三氏提供
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注
、

一

九
〇
五

年
一

月
十
八
日
、

こ

の

機
関
車
に
よ
っ

て

小
田
原
－
熱
海
間
で

試
運
転
が
お
こ

な
わ
れ
た
。

こ

の

試
運
転
で
は
、

二

三

人
を
乗
せ
、

二

時
間
二

三

分
で

走
っ

た
。

同
社
は
そ
の

結
果
、

同
年
四
月
動
力
変
更
の

特
許
を
受
け
、

社
名
を
熱
海
鉄
道
株
式
会
社
と
改
め
た
。

社
長
に

は
雨
宮
敬
次
郎
が
就
任
、

一

九
〇

七
年
四
月
二

十
四
日

軌
道
線
路
改
修
工

事
の

認
可
を
受
け
、

改
良
工

事
に

着
手
し
た
。

こ

れ
は
軌
間
を
二

フ

ィ

ー
ト
六
イ
ン

チ
（
七
六
二

㍉
㍍
）
に

改

め
、

レ

ー
ル

も
従
来
の

も
の

よ
り
重
い

も
の

に

取
り
換
え
る
と
い

う
工
事
で
、

同
年
八
月
十
一

日

熱
海
－
湯
河
原
間
が
完
成
、

十
二

月
二

十
二

日
に

は
湯
河
原
－
石
橋
村
榎
戸
間
が
鉄
道
大
隊
に
よ
り
、

石
橋
村
榎
戸
－
小
田
原
間
が
請
負
に
よ
り
完
成
、

こ

れ
に
よ
っ

て

蒸
気
運
転
が
開
始
さ
れ
た
。

こ

の

列
車
は
、

蒸
気
機
関
車
が
定
員
二

四
人
の

客
車
一

輛
を
牽
い

て

走
る
も
の

で
、

所
要
時
間
は
約
二

時
間
四
〇
分
で

あ
っ

た
。

当
時
社
長
の

雨

宮
敬
次
郎
は
、

各
地
で

こ

の

よ
う
な
軽
便
鉄
道
を
経
営
し
て
い

た
が
、

こ

れ
ら
を

統
合
す
る
こ

と
を
思
い

立
ち
、

一

九
〇
八
（
明
治
四
十
一

）
年
七

月
二

十
八
日
、

熱
海
鉄
道
を
は
じ
め
、

熊
本
・

静
岡
・

伊
勢
・

広
島
・

浜
松
・

山
口
・

信
達
の

八
社
を
合
併
し
て
、

大
日

本
軌
道
株
式
会
社
を
設
立

し
た
。

熱
海
鉄
道
は
、

大
日

本
軌
道
の

小
田
原
支
社
の

路
線
と
な
っ

た
。

一

九
〇
八
（
明
治
四
十
一

）
年
十
一

月
十
日
、

会
社
は
、

東
京
を
午
後
二

時
半
か
ら
三
時
半
ご
ろ
に

出
発
し
て

熱
海
に

向
か
う
人
の

便
判
の

た
め
、

夜
間
運
転
の

許
可
を
逓
信
大
臣
に

求
め
た
。

さ
ら
に
、

一

年
後
の
一

九
〇
九
年
十
二

月
六
日

同
趣
旨
の

請
願
を
内
閣
総
理
大
臣
・

内
務
大
臣
に

お
こ

な
っ

た
。

も
と
も
と
線
路
の

条
件
な
ど
か
ら
夜
間
運
転
が
禁
止
さ
れ
て
い

た
の

で

あ
る
が
、

線
路
を
改
築
し
、

運
転
係
員
も
熟
練
し
、

利
用
者
の

需

要
に
こ

た
え
た
い

と
い

う
の

が
そ
の

趣
旨
で

あ
っ

た
（
鉄
道
省
文
書
『
熱
海
軌
道
組
合
』）。

政
府
は
十
二

月
二

十
七
日

付
で
、

機
関
車
に

前
照
燈
を
つ

け
る
こ

と
を
条
件
に
、

午
後
九
時
ま
で
の

運
転
を
許
可
し
た
。

こ

う
し
て
、

夜
間
運
転
が
開
始
さ
れ
た
が
、

一

日
の

運
転
回
数
は
そ
れ
ま
で

の

七
往
復
に
、

二

－
三

往
復
が
増
加
し
た
程
度
で
、

国
府
津
－
熱
海

間
の

所
要
時
間
は
二

時
間
二

七
分
－
二

時
間
四
四
分
で

あ
っ

た
。

人
車
鉄
道
時
代
に

く
ら
べ

る
と
、

い

く
ら
か
輸
送
状
態
が
改
善
さ
れ
た
と
い

う
程
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度
で

あ
っ

た
。

し
た
が
っ

て
、

熱
海
・

湯
河
原
は
東
京
か
ら
の

所
要
時
間
が
六
時
間
前
後
で

あ
り
、

依
然
と
し
て

箱
根
に

く
ら
べ

る
と
不
便
な
場
所

で

あ
り
、

「
陸
の

孤
島
」
と
い

う
条
件
は
変
わ
ら
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

四
　
江
ノ

島
電
気
鉄
道
と
湘
南
馬
車
鉄
道

江

ノ

島

電

気

鉄

道

一

八
七
七
（
明
治
十
）
年
に

江
ノ

島
を
訪
れ
た
米
国
の

人
類
学
者
エ

ド
ワ

ー
ド
＝

モ

ー
ス

は
、

横
浜
－
江
ノ

島
間
は

人
力
車
を
使

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

当
時
、

鉄
道
は
新
橋
－
横
浜
間
し
か
開
通
し
て
い

な
か
っ

た
か
ら
で

あ
る
。

い

わ
ゆ
る
「
江
ノ

島

詣
で

」
は
、

東
京
か
ら
の

場
合
最
低
二

泊
三

日
の

行
程
と
さ
れ
て
い

た
。

一

八
八
七
年
に

東
海
道
線
が
開
通
す
る

と
、

江
ノ

島
は
か
ろ
う
じ
て
日
帰

り
可
能
と
な
っ

た
。

鎌
倉
も
こ

の

年
、

横
須
賀
線
が
開
通
し
た
の

で
、

同
様
に

東
京
か
ら
の

日

帰
り
が
可
能
と
な
っ

た
。

交
通
機
関
が
便
利
に
な
る
こ

と
に

よ
っ

て
、

観
光
地
に

は
多
く
の

人
が
訪
れ
る

よ

う
に

な
っ

た
。

そ
の

よ
う
な
観
光
客
誘
致
の

目
的
も
ふ

く
め

て
、

よ
り
便
利
な
交
通
機
関
を
実
現
し
よ
う
と
い

う
動
き
が
起
こ

る
の

は
、

当
然
の

こ

と
で

あ
っ

た
。

一

八
九
五
（
明
治
二

十
八

）
年
に
は
、

二

つ

の

鉄
道
建
設
計
画
が
立
て

ら
れ
た
。

い

ず
れ
も
横
浜
と
鎌
倉
・

江
ノ

島
・

藤
沢
を
結
ぶ

も
の

で
、

ひ
と
つ

は
八
月
三

日

若
尾
逸
平
ら
一

五
人
が
出
願
し

た
電
気
鉄
道
、

他
の

ひ
と
つ

は
十
月
三
日

安
場
保
和
ら
一

一

人
が
出
願
し
た
蒸
気
鉄
道
で

あ
っ

た
。

前
者
は
鎌
倉
電
車
鉄
道
、

後
者
は
鎌
倉
鉄
道
と

呼
ん
で
い

た
。

こ

の

ほ
か
に
、

一

八
九
六
年
二

月
に

は
、

福
井
直
吉
ほ
か
五

人
か
ら
出
願
の

あ
っ

た
藤
沢
－
鎌
倉
間
電
気
鉄
道
に
つ

き
、

神
奈
川
県

知
事
が
当
時
の

鎌
倉
郡
川
口

村
に

諮
問
書
を
発
し
て
い

る
（『
藤
沢
市
史
』
第
三

巻
）。

し
た
が
っ

て
、

三
つ

の

計
画
が
競
争
の

か
た
ち
と
な
っ

た
。

こ

の

う
ち
鎌
倉
鉄
道
が
、

横
浜
－
鎌
倉
間
を
削
除
し
て

認
可
さ
れ
、

一

八
九
七
年
九
月
こ

れ
に

も
と
づ

く
軌
道
修
正
認
可
を
出
願
、

翌
年
一

月
十

四
日
仮
免
状
を
下
付
さ
れ
た
。

し
か
し
建
設
に
い

た
ら
ず
、

一

八
九
九
年
八
月
一

日
免
許
状
を
返
納
し
た
（
鎌
倉
電
気
鉄
道
は
、

ど
の

よ
う
な
結
果
に
な
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っ

た
か
不
明

）。
一

方
、

福
井
直
吉
ら
の

出
願
は
い
っ

た
ん
却
下
さ
れ
た
が
、

一

八
九
八
年
十

二

月
二

十
日

付
で

仮
免
状
を
得
た
。

江
ノ

島
電
気
鉄
道
の

計
画
は
、

こ

う
し
て

軌
道
に

乗
っ

た

（
鎌
倉
鉄
道
と

重
複
す
る
路
線
認
可
と
な
る
の

で
、

す
で
に

鎌
倉
鉄
道
が
事
実
上
敷
設
権
を
江
ノ

島
電
気

鉄
道
に

ゆ
ず
っ

た
の

で
は
な
い

か
と
い

う
憶
測
は
、

『
江
ノ

電
六
十
年
記

』
に

も
『
藤
沢
市
史

』
第
六
巻
に

も
記
さ
れ
て
い

る
）。

江
ノ

島
電
気
鉄
道
株
式
会
社
は
、

一

九
〇
〇
年
十
一

月
二

十
五
日
に

設
立
、

社
長
は
青
木
正

太
郎
、

資
本
金
二

〇
万
円
で
あ
っ

た
。

一

九
〇
一

年
四
月
二

十
一

日
施
工
認
可
を
得
、

翌
年
一

月
二

十
五
日
工

事
を
開
始
し
た
。

第
一

期
工

事
は
、

藤
沢
－
片
瀬
間
二

マ

イ
ル
一

二

チ
ェ

ー
ン

（
約
三
・

四
㌔
㍍

）で
、

一

九
〇
二

年
九
月
一

日
開
業
し
た
。

第
二

期
工
事
は
、

片
瀬
－
迎
山
（
極

楽
寺

）
間
二
マ

イ
ル

五
五
チ
ェ

ー
ン

（
約
四
・

三

㌔
㍍

）
で
、

ま
ず
片
瀬
－
行
合
（
現
在

七
里
ヶ

浜

）
間
が
一

九
〇
三

年
六
月
二

十
日
、

行
合
－
追
揚
（
現
在

七
里
ケ
浜
ホ

テ
ル

付
近

）
間
が
同
年

七
月
十
七
日
、

追
揚
－
迎
山
間
が
一

九
〇
四
年
四
月
一

日

開
業
し
た
。

第
三

期
工

事
は
日

露
戦

争
な
ど
に
よ
る
空
白
期
が
あ
っ

た
。

こ

の

区
間
、

極
楽
寺
－
小
町
間
一

マ

イ
ル

五

〇
チ
ェ

ー
ン

（
約
二
・

六
㌔
㍍

）
は
一

九
〇
六
年
着
工
、

大
町
ま
で
が
一

九
〇
七
年
八
月
十
六
日

開
業
、

大
町

－
小
町
間
は
、

横
須
賀
線
と
の

交
差
を
立
体
化
す
る
こ

と
と
な
っ

て
、

横
須
賀
線
の

杠
上
工

事
決
定
ま
で
に

手
間
ど
り
、

一

九
一

〇
年
一

月
着
工
、

十
月
二

十
六
日

小
町
ま
で
の

敷
設
が
竣
工
、

十
月
三

十
日
か
ら
藤
沢
－
鎌
倉
間
の

全
線
が
開
業
し
た
。

全
通
時
の

車
輛
は
い

ず
れ
も
四
輪
単
車
で
、

電
動
車
八
輛
、

付
随
車
六
輛
、

貨
車
二

輛
、

運
賃
は
一

等
と
三

等
の

二

等
級
制
で

あ
り
、

一

日
一

マ

江ノ島電気鉄道（鵠沼停留場） 高松吉太郎氏提供
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イ
ル

平
均
平
均
収
入
は
一

四
八
円
四
七
銭
（
藤
沢
－
片
瀬
間
の

と
き
は
、

一

四
円
七
〇
銭
）
で

あ
っ

た
。

利
用
者
数
は
次
第
に

増
加
を
続
け
、

一

九
〇
三

年
の

年
間
総
乗
客
数
一

七
万
五

六
九
一

人
が
、

一

九
〇
六
年
に

は
二

七
万
四
五

四
二

人
と
な
っ

て

い

た
（『
江
ノ

電
六
十
年
記
』）。

江
ノ

島
と
鎌
倉
と
い

う
二

つ

の

観
光
地
を
結
ぶ
電
車
の

開
通
は
、

観
光
客
の

増
大
を
う
な
が
し
た
。

こ

の

電
鉄
の

経
営
は
、

そ
の

後
一

九
一

一

（
明
治
四
十
四

）
年
十
月
三

日
、

横
浜
電
気
株
式
会
社
が
江
ノ

島
電
気
鉄
道
株
式
会
社
を
合
併
、

横
浜
電
気
の

江
ノ

島
電
気
鉄
道
部
と
し
て

営
業
を
継

続
す
る
こ

と
と
な
っ

た
。

さ
ら
に
、

同
社
は
一

九
二
一

（
大
正
十
）
年
五

月
一

日

東
京
電
燈
株
式
会
社
に

合
併
さ
れ
、

東
京
電
燈
江
ノ

島
線
と
な
っ

た
。

鉄
道
の

業
務
が
ふ
た
た
び
独
立
し
た
会
社
組
織
と
な
っ

た
の

は
、

一

九
二

八
（
昭
和
三

）
年
七
月
一

日
以
降
で

あ
る
。

こ

の

よ
う
な
紆
余
曲
折

は
あ
っ

た
が
、

い

わ
ゆ
る
「
江
ノ

電
」
は
、

観
光
地
の

電
車
と
し
て
の

機
能
を
一

貫
し
て

果
た
し
た
の

で

あ
る
。

湘

南

馬

車

鉄

道

矢
倉
沢
往
還
の

宿
場
町
で

あ
る
秦
野
は
、

神
奈
川
県
西
部
に
ひ
ろ
が
る
盆
地
に

お
け
る
生
産
物
の

集
散
地
で

も
あ
っ

た
。

と
く

に
、

こ

の

地
方
の

葉
煙
草
の

加
工
の

中
心
と
な
り
、

専
売
制
の

実
施
と
と
も
に
、

一

九
〇
五

年
に
は
専
売
局
の

収
納
所
や
製
造
所

が
開
設
さ
れ
た
。

こ

の

こ

ろ
ま
で
、

交
通
機
関
は
、

馬
・

荷
車
・

人
力
車
で

あ
り
、

い

う
ま
で

も
な
く
、

そ
の

輸
送
能
力
は
低
い

と
い

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ

た
。

そ
し
て

輸
送
路
と
し
て

は
、

秦
野
と
平
塚
と
の

間
の

よ
う
に
、

す
で

に

開
業
し
て
い

る
東
海
道
線
の

沿
線
に

出
る
交
通
路
が
注
目

さ
れ
る
よ
う
に

な
っ

て
い

た
。

一

九
〇
一

（
明
治
三

十
四

）
年
九
月
二

十
日
、

湘
南
馬
車
鉄
道
株
式
会
社
発
起
人
山
中
喜
十
郎
ほ
か
三
二

人
に

対
し
、

馬
車
鉄
道
営
業
の

特
許
が
、

内
務
大
臣
か
ら
命
令
さ
れ
た
。

こ

の

命
令
書
で

は
、

平
塚
－
厚
木
間
、

平
塚
－
秦
野
間
、

吾
妻
村
（
二

宮
）－
秦
野
間
を
路
線
と
し
て

挙
げ
て
い

た
。

こ

の

計
画
は
、

ほ
ぼ
在
地
の

人
び
と
の

立
て
た
も
の

で
、

資
本
金
は
五

万
五
〇
〇
〇
円
、

い

ず
れ
の

線
路
も
、

東
海
道
線
の

沿
線
と
内
陸
部
の

都
市

と
を
結
ぶ

も
の

で

あ
っ

た
。
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湘
南
馬
車
鉄
道
株
式
会
社
で

は
、

こ

の

う
ち
三

番
目
の

吾
妻
村
－
秦
野
間
だ
け
を
建
設
す
る
こ

と

と
し
た
。

吾
妻
村
に
は
、

沿
線
住
民
の

運
動
が
実
っ

て
、

一

九
〇
二

年
四
月
十
五
日

に
二

宮
停
車
場

が
開
設
さ
れ
た
た
め
、

秦
野
と
の

最
短
距
離
に

あ
た
る
吾
妻
村
（
二

宮

）
を

秦
野
と

結
ぶ
の

が
最
も

有
利
と
考
え
ら
れ
た
の

で

あ
ろ
う
。

一

九
〇
五

年
二

月
着
工
、

線
路
の

延
長
は
六
マ

イ
ル

（
約
九
・

六
㌔
㍍
）
で
、

軌
間
は
二

フ

ィ

ー
ト

六
イ
ン

チ（
約
七
六
二

㍉
㍍

）
で

あ
っ

た
。

こ

の

線
路
は
、

秦
野
の

台
町
か
ら
秦
野
－
二

宮
の

往
還
に

線
路
敷
を
つ

く
っ

て

敷
設
さ
れ
、

二

宮
駅
の

北
に

達
す
る

も
の

で
、

翌
年
八
月
四
日

営
業
開
始
が
許

可
さ
れ
た
。

開
通
当
時
の

運
賃
は
、

秦
野
－
二

宮
間
片
道
一

〇
銭
、

往
復
一

八
銭
で
、

一

区
間
二

銭
と
さ
れ
て

い

た
。

馬
と
馬
丁
は
、

付
近
の

農
家
か
ら
借
り
出
し
た
と
い

わ
れ
る
。

一

日
一

一

往
復
の

馬
車
が
運

行
を
は
じ
め
た
。

運
賃
は
翌
一

九
〇
七
年
八
月
九
日
、

片
道
一

三

銭
、

往
復
二

四
銭
、

一

区
間
三

銭

に

引
き
上
げ
ら
れ
、

ま
た

こ

の

年
十
二

月
二

十
八
日

に
は

東
海
道
線
二

宮
駅
構
内
に

線
路
を
延
長

し
、

旅
客
の

乗
換
え
や
貨
物
の

積
換
え
は
便
利
に
な
っ

た
。

こ

う
し
て
、

馬
車
鉄
道
は
発
足
し
た
が
、

一

九
一

一

年
十
二

月
八
日
、

同
社
は
動
力
変
更
願
を
提

出
し
た
。

こ

れ
は
旅
客
の

増
加
に

対
処
す
る
た
め
に
は
、

一

個
列
車
の

輸
送
能
力
を
大
き
く
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

と
し
、

ま
た
貨
物
に
つ

い

て

も
、

秦
野
専
売
支
局
発
着
の

葉
煙
草
や

製
品
が
年
間
一

五
〇
万
貫
（
約
五
六
二

五
ト
ン

）
に

達
し
、

そ
の

ほ
か
丹
沢
か
ら
の

木
材
や
、

木
綿
・

織
物
、

そ
の

他

湘南軌道（水無川橋） 森徳隣氏提供
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雑
穀
・

肥
料
な
ど
が
ぼ
う
大
な
量
に

達
し
て
い

て
、

馬
車
鉄
道
で
は
と
て

も
輸
送
し
き
れ
な
い

と
い

う
状
況
に
な
っ

て

い

た
か
ら
で
あ
る
。

こ

の

よ
う
に
、

湘
南
馬
車
鉄
道
は
、

こ

の

地
域
の

重
要
な
輸
送
機
関
と
な
っ

て
い

た
。

一

九
一

二
（
明
治
四
十
五

）
年
七
月
十
二

日

動
力
変
更
が
許

可
さ
れ
て
、

た
だ
ち
に

必
要
な
個
所
の

線
路
変
更
そ
の

他
の

工
事
に

入
り
、

一

九
一

三

（
大
正
二

）
年
一

月
三

十
日
か
ら

蒸
気
列
車
に
よ
る

運
転
を

開
始
し
た
。

社
名
は
湘
南
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
と
改
め
ら
れ
た
。

同
時
に
、

輸
送
力
を
増
強
す
る
た
め
、

こ

の

蒸
気
列
車
は
客
車
二

輛
を
連
結
し
て

機
関
車
に

牽
引
さ
せ
る
方
式
を
と
っ

た
の

で

あ
る
。

輸
送
力
は
増
大
し
た
が
、

こ

の

の

ち
経
営
は
悪
化
し
、

一

九
一

八
（
大
正
七

）
年
に

は
、

ほ

と
ん
ど
運
転
休
止
の

状
態
と
な
っ

て

し
ま
っ

た
。

こ

れ
は
、

営
業
経
費
の

高
騰
に

よ
る

も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

会
社
は
専
売
局
の

煙
草
輸
送
を
全
般
的
に

引
き
受
け
て
い

る
内
国
通
運
株
式
会
社
に

営
業

引
受
け
を
依
頼
し
た
。

し
か
し
、

内
国
通
運
で

も
会
社
の

事
業
と
し
て

引
き
受
け
る
こ

と
は
で

き
ず
、

結
局
同
社
役
員
の

個
人
出
資
の

か
た
ち
を
と

っ

て
、

湘
南
軌
道
株
式
会
社
を
設
立
し
、

一

九
一

八
年
十
月
九
日
こ

こ

に

湘
南
軽
便
鉄
道
の

軌
道
特
許
権
を
譲
渡
す
る
契
約
を
結
ん
だ
の

で

あ
る
。

譲
渡
金
は
八
万
八
〇
〇
〇
円
、

こ

の

譲
渡
契
約
は
十
一

月
三

十
日

許
可
、

こ

の

鉄
道
は
新
し
い

経
営
の

段
階
に

入
っ

た
。
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第
二

節
　
鉄
道
時
代
の

道
路
輸
送

一

　
近
距
離
道
路
輸
送
の

増
大

鉄

道

時

代

の

進

展

明
治
後
期
の

陸
上
輸
送
は
、

鉄
道
時
代
の

進
展
に

と
も
な
っ

て

大
き
く
様
相
を
変
え
た
。

周
知
の

よ
う
に
、

当
初
、

官
設
官
営
方

針
と
財
政
資
金
の

欠
乏
に

よ
っ

て

伸
び
な
や
ん
だ
わ
が
国
の

鉄
道
は
、

明
治
十
（
一

八
七
七

）
年
代
な
か
ば
の

政
策
転
換
と
私
設

鉄
道
の

認
可
に

よ
っ

て

は
げ
し
い

〝

鉄
道
熱
〞

の

時
期
を
迎
え
、

路
線
延
長
は
一

八
八
〇（
明
治
十
三

）
年
の
一

五
七
㌔
㍍
か
ら
一

八
九
〇
年
の

二

七

二

七
㌔
㍍
、

一

九
〇
〇
年
の

六
一

九
三

㌔
㍍
へ

と
急
伸
し
た
。

神
奈
川
県
下
に

お
い

て

も
一

八
八
九
年
に

は
、

横
須
賀
線
・

東
海
道
線
（
以
上
官
線

）、

甲
武
鉄
道
（
新
宿
－
八
王
子
、

私
線

）が
開
通
し
た
ほ
か
、

一

八
九
九
年
に
は
大
師
電
気
鉄
道
（
六
郷
橋
－
大
師
河
原
、

私
線

）、
一

九
〇
〇
年
に

は
小
田

原
電
気
鉄
道
（
国
府
津
－
箱
根
湯
本
、

私
線

）、
一

九
〇
二

年
に

は
江
ノ

島
電
気
鉄
道
の

藤
沢
－
片
瀬
間
が
相
つ

い

で

開
業
し
た
。

ま
た
関
東
・

東
北

・

信
越
地
方
で

も
八
九
年
に

は
前
橋
－
小
山
－
水
戸
間
（
両
毛
鉄
道
会
社

）、

九
一

年
に
は
上
野
－
青
森
間
（
日

本
鉄
道
会
社

）、

九
三

年
に

は
上
野
－

軽
井
沢
－
直
江
津
間
な
ど
が
全
通
し
、

鉄
道
時
代
の

本
格
的
な
開
幕
を
迎
え
る
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

の

よ
う
な
鉄
道
の

発
展
は
、

こ

れ
と
競
合
す
る
道
路
輸
送
を
沿
線
か
ら
駆
逐
す
る
半
面
、

鉄
道
貨
客
の

集
配
を
中
心
と
し
た
近
距
離
の

輸
送
需

要
を
鉄
道
駅
周
辺
に

呼
び
起
こ

し
た
。

中
・

長
距
離
の

駅
馬
車
や
荷
馬
車
に

か
わ
っ

て

乗
合
馬
車
や

馬
力
が

あ

ら

わ

れ
、

大
小
の

荷
車
も
急
増
し

た
。

い

わ
ゆ
る
長
距
離
鉄
道
輸
送
と
補
助
的
道
路
輸
送
の

時
代
が
始
ま
る
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
。
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乗
合
馬
車
・

馬
力

・

荷

車
の

増
加

こ

の

よ
う
な
変
化
は
、

乗
合
馬
車
・

馬
力
・

牛
車
・

荷
車

な
ど
、

近
距
離
輸
送
手
段
の

増
加
と

な
っ

て
あ
ら
わ
れ

た
。

い

ま
『
神
奈
川
県
統
計
書
』
に
よ
っ

て

そ
の

推
移
を
見
れ
ば
表
三
－

六
六
の

通
り
で

あ
り
、

右
の

各
種
車
輛
は
、

一

時
的
な
減
少
を
と
も
な
い

な
が
ら
も
、

ほ

ぼ

大
正
初
期
ま
で
、

い

ず
れ
も
増
加
傾
向
を
た
ど
っ

て

い

る
。

こ

の

う
ち
、

一

八

九
七
（
明
治
三

十
）
年
の

減
少
は
多
摩
郡
の

分
離
に

よ
る
も
の

で

あ
る
が
、

一

八
八

七
年
以
後
の

客
馬
車
の
一

時
的
急
減
と
九
七
年
の

牛
車
の

増
加
は
つ

ま
び
ら
か
で

な
い
。

牛
車
に
つ

い

て

は
一

九
二

二

年
の

数
字
に
も
疑
問
が
あ
る
が
、

後
考
を
ま

ち
た
い

と
お
も
う
。

以
上
の

各
車
に

対
し
て

荷
車
と
荷
馬
車
は
、

一

九
九
七
年
を
除
い

て
一

貫
し
た

増
加
傾
向
を
た
ど
っ

て
い

る
。

こ

の

こ

と
は
、

た
と
え
ば
一

八
九
二

年
十
月
、

津

久
井
郡
湘
南
村
旧
小
倉
組
の

「
渡
船
賃
額
増
加
願
」
に

も
見
受
け
ら
れ
る
と
こ

ろ

で

あ
り
、

近
年
、

腕
車
（
荷
車
）・
馬
力
等
の

通
行
が
増
加
し
た
が
、

そ
の

賃
額
規

定
が
無
い

の

で

追
加
さ
せ
て

ほ
し
い

と

記
述

さ
れ
て

い

る
（『
資
料
編
』18

近
代
・

現
代
（8）
一

四
五

）。

こ

の

こ

と
か
ら
す
れ
ば
、

内
陸
部
で

も
、

こ

の

こ

ろ
か
ら
荷
車
・

馬
力
の

通
行
が
目
立
つ

よ
う
に

な
っ

た
と
考
え
る
こ

と
が
で

き
よ
う
。

そ
し
て
、

統
計
上
の

荷
馬
車
も
、

こ

の

こ

ろ
か
ら
牽
引
型
の

馬
力
が
主
流
に

な
っ

た
も
の

と

表3－66　県下諸車台数

注　1　『神奈川県統計書』により作成。

2　1892年までは多摩郡を含む。
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考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

当
時
の

道
路
輸
送
の

変
化
は
、

疾
駆
型
か
ら
牽
引
型
へ

の

こ

の

よ
う
な
荷
馬
車
の

変
化
を
と
も
な
っ

た
の
で

あ

っ

た
。

し
か
し
、

以
上
の

よ
う
な
各
種
車
輛
の

増
加
傾
向
の

な
か
で
、

一

八
七
〇
年
代
に

激
増
し
た
人
力
車
は
、

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
を
ピ

ー
ク
に

し
て

漸
減
傾
向
を
た
ど
っ

た
。

も
っ

と
も
一

八
八
〇
年
代
の

足
ど
り
は
、

松
方
財
政
の

不
況
期
に

急
減
し
た
あ
と
一

八
八
〇
年
代
末
に

は
上
昇
に

転

じ
た
の

で

あ
っ

た
が
、

一

八
九
〇
年
代
に

入
る
と
再
び
漸
減
傾
向
に

転
じ
、

一

九
〇
〇
年
以
降
さ
ら
に

そ
の

傾
向
を
強
め
る
こ

と
に

な
っ

た
。

『
日

本
帝
国
統
計
年
鑑
』
に
よ
れ
ば
、

全
国
の

人
力
車
台
数
が
減
少
局
面
に

入
る
の

は
一

八
九
七
年
で

あ
り
、

そ
の

点
本
県
の

台
数
減
少
は
、

き
わ
め
て

早
い

時
期
に

始
ま
っ

た
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の

理
由
は
か
な
ら
ず
し
も
つ

ま
び
ら
か
で

な
い

が
、

ひ
と
つ

に
は
お
そ
ら
く
、

こ

の

種
の

営
業
に

従
事
し
た
都
市
雑
業
層
に

と
っ

て
よ
り
有
利
な
就
業
の

機
会
が
、

一

八
八
六
年
こ

ろ
か
ら
の

企
業
勃
興
に
よ
っ

て
、

増
加
し
は
じ
め
た
た
め

と
考
え
る
こ

と
が
で

き
る
。

一

九
〇
〇
年
以
後
の

減
少
は
、

川
崎
大
師
、

鎌
倉
・

江
ノ

島
、

小
田
原
・

箱
根
な
ど
の

行
楽
地
に

敷
設
さ
れ
た
前
述
の

電
気
鉄
道
の

ほ
か
、

自
転
車
・

自
動
車
の

実
用
化
に
よ
る
も
の

で

あ
っ

た
。

自
転
車
・

自

動
車
の

登
場

維
新
前
後
に

渡
来
し
、

当
初
娯
楽
用
に

と
ど
ま
っ

て
い

た
自
転
車
は
、

そ
の

後
欧
米
諸
国
に

お
け
る
改
良
（
前
後
輪
同
型
の

安
全
車

に
チ
ェ

ー
ン

・

空
気
タ
イ
ヤ

な
ど
を
着
装

）
と
価
格
低
下
に

よ
っ

て
一

九
〇
〇
（
明
治
三

十
三

）
年
こ

ろ
か
ら
と
み
に

輸
入
量
を
増
し
、

実
用
化
の

時
代
に

入
っ

た
。

ま
た
国
内
で

も
、

こ

の

こ

ろ
か
ら
手
工
業
技
術
や
輸
入
部
品
に

よ
っ

て

自
転
車
製
造
を
始
め
る
業
者
が
続
出
し
、

工

作

機
械
や
電
動
機
の

導
入
な
ど
に

よ
っ

て

し
だ
い

に

国
産
化
の

基
礎
を
整
え
た
。

そ
の

結
果
全
国
の

保
有
台
数
も
、

一

九
〇
〇
年
の

三

万
一

六
〇
〇
台

か
ら
一

九
〇
五

年
の

八
万
九
九
〇
〇
台
、

一

九
一

〇
年
の

二

三

万
九
五

〇
〇
台
と
激
増
す
る
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
。

本
県
に

お
い

て

も
一

九
〇

一

年
に

は
、

『
県
統
計
書
』
に

は
じ
め
て

保
有
台
数
が
計
上
さ
れ
（
一

七
五
五
台

）、

以
後
表
三
－

六
六
の

よ
う
に

年
を
追
っ

て

急
増
す
る
こ

と
に

な

っ

た
。

横
浜
市
瀬
谷
区
仙
田
允
治
家
文
書
の

場
合
に

も
、

一

九
〇
六
年
こ

ろ
か
ら
、

自
転
車
の

修
理
・

塗
り
か
え
な
ど
を
伝
え
る
書
簡
（
平
沼
町
西
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山
自
転
車
店
か
ら
仙
田
製
糸
場
宛
）
が
、

か
な
り
目
立
つ

よ
う
に

な
る
（
横
浜
市
総
務
局
編
『
横
浜
市
史
料
所
在
目
録
第
五
集
、

瀬
谷
区

』）。

お
そ
ら
く
こ

の

こ

ろ
に

は
、

実
用
車
と
し
て

広
く
利
用
さ
れ
は
じ
め
て

い

た
と
考
え
る
こ

と
が
で

き
よ
う
。

他
方
、

自
動
車
は
、

一

九
〇
〇
年
こ

ろ
か
ら
蒸
気
・

電
気
・

ガ
ソ

リ
ン

を
動
力
と
し
た
乗
用
車
が
相
つ

い

で

輸
入
さ
れ
た
が
、

当
初
は
数
も
少
な

く（
一

九
一

一

年
度
末
全
国
保
有
台
数
二
一

〇
台
）、

試
用
な
い

し
興
味
本
位
の

も
の

が
多
か

っ

た
。

し
か
し
、

大
正
期
に

入
る
と
、

一

部
の

高
級
輸
送
需
要
を
ま
か
な
う
ハ

イ
ヤ

ー

の

ほ
か
、

乗
合
自
動
車
や
メ

ー
タ
ー

制
の

タ
ク
シ

ー
も
あ
ら
わ
れ
、

新
し
い

道
路
交
通

手
段
と
し
て
の

足
場
を
し
だ
い

に

固
め
は
じ
め
た
。

本
県
の

自
動
車
台
数
が
『
県
統
計

書
』
に

は
じ
め
て

計
上
さ
れ
た
の

は
一

九
一

三（
大
正
二

）
年
で

あ
る
が
（
九
一

台
）、

取

締
規
則
の

方
は
す
で

に
一

九
〇
五

年
八
月
、

県
令
第
五
三

号
に

よ
っ

て

定
め
ら
れ
、

ま

た
一

九
一

二

年
に

も
新
規
則
が
公
布
施
行
さ
れ
た
。

し
た
が
っ

て

明
治
末
期
に

は
、

お

そ
ら
く
個
人
・

会
社
な
ど
の

自
家
用
車
を
中
心
に
、

運
行
が
始
ま
っ

た
と
考
え
る
こ

と

が
で

き
る
の

で

あ
る
。

い

ず
れ
に

し
て

も
明
治
後
期
の

道
路
交
通
は
、

従
来
の

馬
車
・

人
力
車
・

馬
力
・

牛

車
・

荷
車
な
ど
の

運
行
に
、

自
転
車
・

自
動
車
・

オ
ー
ト
バ

イ

な
ど
を
加
え
、

同
一

路

面
上
の

混
合
交
通
の

度
合
を
、

一

段
と
強
め
る
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
。

1914（大正3）年当時の自動車 富士屋ホテル蔵
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二

　
街
路
・

車
輛
取
締
規
則
の

制
定

一

八
八
〇
年
代

末
の

取
締
規
則

以
上
の

よ
う
な
車
輛
交
通
の

発
展
は
、

街
路
・

車
輛
等
に

関
す
る
取
締
規
則
の

制
定
・

改
正
を
必
然
化
し
た
。

本
県
の

場
合
こ

の

よ
う
な
取
締
規
則
は
、

す
で

に

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
五

月
の

「
馬
車
取
締
規
則
」、
一

八
八
一

年
八
月
の

「
道
路
営
業

取
締
規
則
」
な
ど
、

必
要
に

応
じ
て

制
定
さ
れ
て
い

た
の

で

あ
っ

た
が
、

一

八
八
九
年
四
月
に

は
県
令
第
二
一

号
－
二

五

号
に

よ
っ

て
、

「
街
路
取
締

規
則
」、「
営
業
人
力
車
取
締
規
則

」、「
乗
合
馬
車
取
締
規
則

」、「
宿
屋
営
業
取
締
規
則

」、「
営
業
荷
馬
車
取
締
規
則

」
が
一

括
制
定
さ
れ
、

街
路
・

交
通
・

旅
宿
に

関
す
る
有
機
的
な
取
締
規
則
が
、

一

応
整
備
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

そ
の

内
容
は
多
岐
に

わ
た
る
も
の

で

あ
る
が
、

当
面
の

交
通

規
則
に
つ

い

て

は
夜
間
無
燈
火
の

禁
止
、

対
向
車
馬
・

歩
行
者
に

対
す
る

左
側
通
行
、

左
折
は
小
回
り
・

右
折
は
大
回
り
、

発
進
時
の

合
図
、

右

側
追
越
し
、

雑
踏
地
の

疾
駆
禁
止
、

駐
車
場
所
の

制
限
な
ど
、

車
輛
交
通
の

安
全
に

不
可
欠
な
問
題
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て

い

た
。

も
っ

と
も
左
側
通
行

の

規
定
は
、

そ
こ

で

は
ま
だ
対
向
通
行
・

追
越
し
・

左
右
折
に
つ

い

て

の

み
明
記
さ
れ
、

歩
行
者
を
ふ

く
む
一

般
原
則
と
し
て

明
記
さ
れ
る
ま
で

に

い

た
っ

て
い

な
か
っ

た
。

し
か
し
、

明
治
二

年
四
月
の
「
東
京
府
馬
車
規
則
書
」
や

同
五

年
四
月
の

「
東
京
府
人
力
車
渡
世
心
得
規
則

」（『
東
京
市
史
稿

』
帝
都
（二）
お
よ
び
（四）
）

な
ど
に

萌
芽
的
に

見
ら
れ
た
左
側
通
行
方
式
は
、

右
の

諸
規
則
の

な
か
で
、

ほ
ぼ

定
着
化
の

域
に

さ
し
か
か
っ

て
い

た
と
考
え
る
こ

と
が
で

き
る
の

で

あ
る
。

明
治
後
期
の

取

締

規

則

明
治
後
期
の

取
締
規
則
は
、

右
の

よ
う
な
一

八
八
〇
年
代
末
の

取
締
規
則
を
改
編
・

整
理
す
る
と
と
も
に
、

新
参
の

自
転
車
・

自

動
車
に

対
す
る
規
則
を
加
え
た
も
の

で

あ
っ

た
。

一

八
九
二
（
明
治
二

十
五

）
年
七
月
の

「
人
力
車
営
業
取
締
規
則

」、
一

九
〇
〇
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年
十
二

月
の

「
荷
車
取
締
規
則
」、
一

九
〇
二

年
七
月
の

「
自
転
車
取
締
規
則
」、

一

九
〇
三

年
五

月
の

「
改
正
街
路
取
締
規
則
」、

一

九
〇
四
年
八

月
の

「
自
働
車
取
締
規
則
」、
一

九
一

二

年
五

月
の

「
自
働
車
取
締
規
則
」
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。

右
の

う
ち
「
人
力
車
営
業
取
締
規
則
」
は
、

一

八
八
九
年
の

規
則
を
改
編
・

整
理
し
て
、

営
業
組
合
な
ど
に

関
す
る
不
必
要
な
規
制
条
項
を
削
除

し
た
も
の

で

あ
り
、

ま
た
「
荷
車
取
締
規
則
」
は
牛
車
・

馬
力
・

荷
車
な
ど
の

増
加
に

と
も
な
い
、

こ

れ
ら
を
包
括
的
に

取
り
締
る
た
め
の

規
則
で

あ
っ

た
。

そ
し
て
、

こ

れ
ら
の

牛
馬
諸
車
は
、

一

九
〇
三

年
五

月
の

「
改
正
街
路
取
締
規
則
」
に

よ
っ

て
、

常
時
左
側
通
行
を
義
務
づ

け
ら
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
（
第
五
五
条
　
牛
馬
諸
車
ハ

道
路
ノ

左
側
ヲ

通
行
ス

ベ

シ

）。

こ

れ
に

対
し
て

「
自
転
車
取
締
規
則
」
と
「
自
働
車
取
締
規
則
」
は
、

あ
ら
た
に
道
路
交
通
に

参
入
し
た
新
種
の

車
輛
に

対
す
る
、

最
初
の

取
締

規
則
で

あ
っ

た
。

こ

の

う
ち
前
者
は
、

号
鈴
・

号
笛
の

装
着
、

曲
乗
・

競
争
・

定
員
外
乗
車
・

並
列
走
行
の

禁
止
、

急
坂
の

乗
車
下
降
禁
止
、

市
街

地
に

お
け
る
両
手
手
放
し
運
転
の

禁
止
、

夜
間
点
灯
の

順
守
、

軍
隊
以
外
の

対
向
者
に

対
す
る
左
側
通
行
（
軍
隊
の

場
合
は
右
側
へ

待
避
）、

右
側
追
越

し
な
ど
を
定
め
た
比
較
的
簡
単
な
も
の

で

あ
っ

た
が
、

後
者
は
営
業
免
許
手
続
、

運
行
道
路
の

制
限
（
道
幅
四
間
以
上
）、

車
検
、

車
体
・

部
品
の

規

制
、

営
業
設
備
、

車
掌
・

運
転
手
の

要
件
お
よ
び
順
守
事
項
な
ど
、

全
文
二

九
条
に
お
よ
ぶ

煩
雑
な
規
則
で

あ
っ

た
。

出
願
の

際
の

記
載
事
項
が
、

蒸
気
・

ガ
ス

・

電
気
式
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い

て

列
挙
さ
れ
（
第
一

条
）、
最
高
時
速
を
八
マ

イ
ル

（
横
浜
市
そ
の

他
警
察
官
署
の

指
定
地
域
で
は
六
マ

イ
ル

）

と
す
る
な
ど
、

揺
籃
期
の

自
動
車
交
通
の

模
様
を
伝
え
る
、

興
味
ぶ
か
い

取
締
規
則
と
い

う
こ

と
が
で

き
る
。

し
か
し
、

ほ
ど
な
く
一

九
一

二

年
に

は
、

新
し
い

「
自
働
車
取
締
規
則
」
の

制
定
に

よ
っ

て

廃
止
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ

た
の

で

あ
る
。

新
規
則
は
全
文
一

七
条
に

整
理
さ
れ
、

最
高
時
速

も
一

二

マ

イ
ル

（
街
路
は
一

〇
マ

イ
ル

）
に

引
き
上
げ
ら
れ
た
。

以
下
は
前
記
「
自
転
車
取
締
規
則
」
と
「
改
正
自
働
車
取
締
規
則
」
で

あ
る
。

自
転
車
取
締
規
則

第
一

条
　
道
路
ニ

於
テ

自
転
車
ヲ

乗
用
ス

ル

ト
キ
ハ

他
人
ニ

警
戒
ヲ

与
へ

得
ヘ

キ
号
鈴
又
ハ

号
笛
ヲ

車
体
ニ

装
置
シ

若
ハ

携
帯
ス

ヘ

シ
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第
二

条
　
道
路
ニ

於
テ
ハ

左
ノ

行
為
ヲ

為
ス

ヘ

カ
ラ
ス

一

、

乗
車
ノ

練
習
ヲ

為
シ

又
ハ

曲
乗
若
ハ

競
走
ス

ル

コ

ト

二
、

車
輛
ノ

定
員
外
ニ

乗
車
ス

ル

コ

ト

三
、

二

輛
以
上
ヲ

並
ヘ

乗
車
ス

ル

コ

ト

第
三

条
　
交
通
頻
繁
ノ

道
路
ヲ

通
行
シ

若
ハ

街
角
ヲ

廻
ル

ト
キ
ハ

号
鈴
又
ハ

号
笛
ヲ

鳴
ラ
シ

徐
行
ス

ヘ

シ

第
四
条
　
坂
路
又
ハ

狭
隘
ノ

道
路
ニ

於
テ
ハ

徐
行
ス

ヘ

シ

但
シ

急
斜
セ

ル

坂
路
ニ

於
テ
ハ

乗
車
ノ

儘
降
ル

ヘ

カ
ラ
ス

第
五
条
　
市
街
地
ニ

在
リ
テ
ハ

乗
車
中
同
時
ニ

両
手
ヲ

「
ハ

ン

ド
ル

」
ヨ

リ
離
ス

ヘ

カ
ラ
ス

第
六
条
　
軍
隊
又
ハ

学
生
生
徒
其
ノ

他
葬
儀
等
ノ

列
伍
ニ

行
遇
フ

ト
キ
ハ

軍
隊
ハ

右
側
ニ

其
ノ

他
ハ

左
側
ニ

避
ク
ヘ

シ

第
七
条
　
諸
車
ヲ

追
越
サ
ム

ト
ス

ル

ト
キ
ハ

右
側
ヨ

リ
通
過
ス

ヘ

シ

第
八
条
　
夜
間
乗
車
ス

ル

ト

キ
ハ

燈
火
ヲ

点
ス

ヘ

シ

第
九
条
　
警
察
官
吏
ニ

於
テ

危
険
其
ノ

他
必
要
ト

認
ム

ル

ト
キ
ハ

下
車
ヲ

命
シ

又
ハ

乗
車
ヲ

停
止
ス

ル

コ

ト
ア

ル

ヘ

シ

第
十
条
　
本
則
第
一

条
乃
至
第
五
条
並
ニ

第
八
条
ニ

違
背
シ

タ
ル

者
及
第
九
条
ノ

命
令
ニ

従
ハ

サ
ル

者
ハ

拘
留
又
ハ

科
料
ニ

処
ス

自
働
車
取
締
規
則

第
一

条
　
自
働
車
ニ

依
リ
運
輸
ノ

業
ヲ

営
マ

ム

ト
ス

ル

者
ハ

左
ノ

事
項
ヲ

具
シ

知
事
ニ

願
出
許
可
ヲ

受
ク
ヘ

シ

之
ヲ

変
更
セ

ム

ト
ス

ル

ト

キ
亦
同
シ

一

、

原
籍
住
所
氏
名
年
齢
但
シ

法
人
ニ

在
リ
テ
ハ

其
ノ

名
称
事
務
所
々

在
地
及
代
表
者
ノ

氏
名
ヲ

記
シ

定
款
ヲ

添
付
ス

ヘ

シ

二
、

営
業
ノ

種
別

三
、

営
業
線
路
図
面
（
道
路
幅
員
記
入
）
及
停
車
場
ノ

位
置

四
、

営
業
時
間
及
客
車
ニ

在
リ
テ
ハ

乗
客
ノ

定
員
賃
銭
額
貨
車
ニ

在
リ
テ
ハ

貨
物
ノ

積
載
量
運
賃
額
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五
、

動
力
ノ

種
類
名
称
構
造
図
面
（
寸
法
記
入
）

車
輛
ノ

重
量
箇
数
構
造
図
面
（
寸
法
記
入
）

六
、

制
動
機
制
御
機
音
響
器
其
ノ

他
附
属
機
械
器
具
ノ

構
造
及
図
面
（
寸
法
記
入
）

保
安
及
衛
生
上
必
要
ト

認
ム

ル

事
項
ハ

許
可
ノ

条
件
ト
シ

テ
命
令
ス

ル

コ

ト
ア

ル

ヘ

シ

第
二

条
　
自
家
乗
用
又
ハ

賃
貸
用
ト
シ

テ

自
働
車
ヲ

使
用
セ

ム

ト
ス

ル

者
ハ

左
ノ

事
項
ヲ

具
シ

知
事
ニ

願
出
認
可
ヲ

受
ク
ヘ

シ

之
ヲ

変
更
セ

ム

ト
ス

ル

ト
キ
亦
同
シ

一

、

原
籍
住
所
氏
名
年
齢
但
シ

法
人
ニ

在
リ
テ
ハ

其
ノ

名
称
事
務
所
々

在
地
及
代
表
者
ノ

住
所
氏
名

二
、

動
力
ノ

種
類
原
動
力
機
ノ

名
称
製
造
年
月
日

及
車
輛
ノ

重
量
寸
法
個
数

第
三

条
　
自
働
車
ノ

運
転
ヲ

為
ス

者
ハ

其
ノ

原
籍
住
所
氏
名
年
齢
及
履
歴
書
ヲ

具
シ

知
事
ニ

願
出
免
許
証
ヲ

受
ク
ヘ

シ

前
項
ノ

場
合
ニ

於
テ
必
要
ア

リ
ト

認
メ
タ
ル

ト
キ
ハ

試
験
ヲ

行
フ

コ

ト
ア
ル

ヘ

シ

但
シ

之
ニ

要
ス

ル

費
用
ハ

受
験
者
ノ

負
担
ト
ス

第
四
条
　
車
輌
ハ

左
記
各
号
ノ

構
造
又
ハ

施
設
ヲ

要
ス

一

、

車
輛
ハ

当
庁
ニ

於
テ

指
示
ス

ル

形
状
ノ

車
輛
番
号
ヲ

前
部
及
後
部
ノ

覩
易
キ
箇
所
ニ

標
示
ス

ヘ

シ

二
、

自
働
車
ニ

ハ

二

個
ノ

制
動
機
ヲ

備
ヘ

一

ハ

必
ス

車
軸
又
ハ

車
輪
ニ

固
着
シ

タ
ル

「
ド
ラ
ム

」
ニ

作
用
セ

シ

メ

直
ニ

運
転
ヲ

停
止
シ

得
ヘ

キ
モ

ノ

他
ノ
一

ハ

機
関
各
部
ノ

逆
働
ヲ

阻
止
ス

ヘ

キ
装
置
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ
ニ

シ

テ

各
自
働
的
ニ

原
動
力
機
ヲ

停
止
シ

且
速
度
ヲ

調
節
シ

得
ヘ

キ
装
置
ヲ

為
ス

ヘ

シ

三
、

験
速
器
及
音
響
器
ノ

装
置
ヲ

為
ス

ヘ

シ

四
、

蒸
汽
瓦
斯
石
油
其
ノ

他
爆
発
性
又
ハ

可
燃
性
ノ

物
品
ヲ

容
ル

ヘ

キ
管
匱
場
所
及
電
線
ハ

堅
窂
ニ

造
リ
漏
洩
又
ハ

危
険
ノ

虞
ナ
キ
装
置
ヲ

為
ス

ヘ

シ

五
、

明
ニ

認
メ

得
ヘ

キ
煤
煙
蒸
汽
又
ハ

多
量
ノ

有
臭
有
害
ノ

瓦
斯
若
ハ

運
転
中
騒
響
震
動
ヲ

発
セ

サ
ル

装
置
ヲ

為
シ

尚
ホ

泥
除
ヲ

設
ク
ヘ

シ

六
、

短
半
径
ノ

曲
線
ヲ

以
テ
容
易
ニ

方
向
ヲ

変
シ

得
ル

為
メ
「
ヂ
フ
エ

レ

ン

シ

ャ

ル

ギ
ー
ア

」
及
「
ス

テ
ー
リ
ン

グ
ギ
ー
ア

」
ヲ

装
置
ス

ヘ

シ

七
、

車
輛
ノ

前
面
ニ

ハ

「
ヘ

ツ

ド
ラ
イ
ト

」
ヲ

後
面
ニ

ハ

燈
火
ヲ

備
ヘ

本
条
第
一

号
ノ

車
輛
番
号
ヲ

照
ス

ノ

装
置
ヲ

為
ス

ヘ

シ

八
、

車
体
ハ

全
長
外
法
十
八
尺
以
内
幅
外
法
七
尺
以
内
ノ

構
造
ト

為
ス

ヘ

シ
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前
項
各
号
ノ

外
必
要
ア

リ
ト

認
メ
タ
ル

ト
キ
ハ

危
険
予
防
ノ

装
置
ヲ

命
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ヘ

シ

第
五
条
　
車
体
及
之
ニ

附
属
ス

ル

機
械
器
具
ハ

当
庁
ノ

検
査
ヲ

受
ケ
其
ノ

検
査
証
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ
ニ

非
サ
レ

ハ

使
用
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ス

検
査
証
ハ

車
内
覩
易
キ
箇
所
ニ

之
ヲ

標
示
ス

ヘ

シ

検
査
証
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ

ト

雖
モ

前
条
ノ

構
造
又
ハ

施
設
ヲ

具
備
セ

サ
ル

ニ

至
リ
シ

車
輛
ハ

之
ヲ

使
用
ス

ヘ

カ
ラ
ス

第
六
条
　
検
査
証
ヲ

下
付
シ

タ
ル

車
輛
ニ

対
シ

第
四
条
第
二

項
ニ

依
リ
危
険
予
防
ノ

装
置
ヲ

命
シ

タ
ル

ト
キ
ハ

其
ノ

装
置
ノ

完
了
ス

ル

迄
検
査
証
ノ

返
納
ヲ

命
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ヘ

シ

第
七
条
　
車
体
及
之
ニ

附
属
ス

ル

機
械
器
具
ハ

毎
年
五
月
一

回
当
庁
ノ

検
査
ヲ

受
ク
ヘ

シ

但
シ

必
要
ト

認
メ

タ
ル

ト

キ
ハ

臨
時
検
査
ヲ

施
行
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ヘ

シ

前

項
ノ

検
査
ニ

合
格
セ

サ
ル

モ

ノ
ハ

検
査
証
ヲ

返
納
ス

ヘ

シ

第
八
条
　
検
査
ノ

際
ハ

検
査
官
吏
ノ

指
示
ニ

従
フ
ヘ

シ

検
査
ニ

因
リ
生
シ

タ
ル

費
用
及
損
害
ハ

受
検
者
ノ

負
担
ト
ス

第
九
条
　
運
転
ニ

関
シ

テ
ハ

左
記
ノ

事
項
ヲ

遵
守
ス

ヘ

シ

一

、

速
度
ハ

街
路
ニ

在
リ
テ
ハ

一

時
間
十
哩
其
ノ

他
ノ

道
路
ニ

在
リ
テ
ハ

一

時
間
十
二

哩
ヲ
超
過
ス

ヘ

カ
ラ
ス

但
シ

雑
沓
ノ

場
所
ニ

於
テ
ハ

歩
行
者
ニ

等
シ

キ
速
度
ニ

依
ル

ヘ

シ

二
、

乗
用
車
輛
ハ

其
ノ

幅
二

倍
半
未
満
ノ

道
路
貨
車
ハ

四
間
未
満
ノ

道
路
ヲ

行
進
ス

ヘ

カ
ラ
ス

但
シ

特
ニ

所
轄
警
察
官
署
又
ハ

警
察
官
吏
ノ

承
認
ヲ

受
ケ
タ

ル

場
合
ハ

此
限
ニ

ア

ラ
ス

自
家
又
ハ

他
人
ノ

家
ニ

出
入
ス

ル

為
メ

他
ニ

規
程
以
上
ノ

通
路
ナ
ク
已
ム

ヲ

得
サ
ル

場
合
ニ

於
テ
ハ

三
町
以
内
ニ

限
リ
前
項
但
書
ノ

承
認
ヲ

受
ケ
サ
ル

コ

ト

ヲ

得

三
、

運
転
ニ

従
事
ス

ル

モ

ノ
ハ

免
許
証
ヲ

携
帯
シ

警
察
官
吏
ノ

求
メ
ア
ル

ト

キ
ハ

之
ヲ

提
示
ス

ヘ

シ

四
、

運
転
者
ノ

免
許
証
ハ

之
ヲ

貸
与
ス

ヘ

カ
ラ
ス

五
、

警
察
官
吏
ニ

於
テ

停
車
ヲ

命
シ

タ
ル

ト
キ
ハ

直
ニ

之
ニ

応
ス

ヘ

シ
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六
、

夜
間
ハ

制
規
ノ

燈
火
ヲ

点
ス

ヘ

シ

七
、

運
転
手
ハ

就
業
中
其
ノ

車
体
ヲ

離
ル

ヘ

カ
ラ
ス

但
シ

已
ム

ヲ

得
ス

其
ノ

位
置
ヲ

離
ル

ヽ

ト

キ
ハ

危
険
予
防
ニ

適
当
ナ
ル

方
法
ヲ

為
ス

ヘ

シ

八
、

他
車
ト

併
行
シ

又
ハ

競
争
ス

ヘ

カ
ラ
ス

九
、

自
働
車
二

輛
以
上
連
続
行
進
ス

ル

ト

キ
ハ

後
車
ハ

前
車
ニ

対
シ

テ
三

十
間
以
上
ノ

距
離
ヲ

保
ツ
ヘ

シ

十
、

往
来
雑
沓
ノ

場
所
、

第
二

号
ニ

依
リ
規
程
未
満
ノ

道
路
ヲ

行
進
ス

ル

ト
キ
又
ハ

街
角
橋
上
坂
路
等
ヲ

通
過
ス

ル

ト

キ
ハ

絶
ヘ

ス

音
響
器
ヲ

鳴
ラ
シ

徐
行

ス

ヘ

シ

街
角
通
過
ノ

際
ハ

右
ハ

大
廻
リ
ヲ

為
シ

左
ハ

小
廻
リ
ヲ

為
ス

ヘ

シ

十
一

、

街
角
橋
上
其
ノ

他
往
来
ノ

妨
害
ト

為
ル

ヘ

キ
場
所
ニ

停
車
ス

ヘ

カ
ラ
ス

十
二
、

消
防
機
械
又
ハ

郵
便
用
車
馬
若
ハ

軍
隊
其
ノ

他
ノ

隊
伍
及
葬
儀
等
ニ

行
逢
ヒ

タ
ル

ト
キ
ハ

其
ノ

進
行
ニ

障
害
ヲ

与
ヘ

サ
ル

様
徐
行
シ

又
ハ

停
車
ス

ヘ

シ

十
三
、

馬
匹
ニ

近
ツ

ク
ト
キ
ハ

速
度
ヲ

緩
メ

恐
怖
セ

シ

メ
サ
ル

様
注
意
ス

ヘ

シ

但
シ

馬
匹
驚
奔
シ

又
ハ

其
ノ

虞
ア
ル

ト
キ
ハ

直
ニ

停
車
シ

若
ハ

路
傍
ニ

避
ク

ヘ

シ

第
十
条
　
左
ノ

各
号
ノ
一

ニ

該
当
ス

ル

ト
キ
ハ

自
働
車
営
業
又
ハ

自
家
乗
用
及
賃
貸
用
自
働
車
ノ

使
用
ヲ

停
止
若
ハ

禁
止
シ

又
ハ

其
ノ

許
可
若
ハ

認
可
ヲ

取
消
ス

コ

ト
ア

ル

ヘ

シ

一

、

本
則
又
ハ

本
則
ニ

依
リ
発
シ

タ
ル

命
令
ニ

違
背
シ

タ
ル

ト
キ

二
、

公
安
ヲ

害
ス

ル

ノ

虞
ア

リ
ト

認
メ

タ
ル

ト
キ

第
十
一

条
　
従
業
者
本
則
又
ハ

本
則
ニ

依
リ
発
シ

タ
ル

命
令
ニ

違
背
シ

若
ハ

就
業
上
不
適
当
ナ
リ
ト

認
メ
タ
ル

ト
キ
ハ

就
業
ヲ

停
止
シ

又
ハ

免
許
ヲ
取
消
ス

コ

ト
ア

ル

ヘ

シ

前
項
ニ

依
リ
免
許
ヲ

取
消
サ
レ

タ
ル

ト
キ
ハ

速
ニ

免
許
証
ヲ

当
庁
ニ

返
納
ス

ヘ

シ
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第
十
二

条
　
左
ノ

場
合
ニ

於
テ
ハ

三
日

以
内
ニ

当
庁
ニ

届
出
ツ
ヘ

シ

但
シ

第
一

号
ノ

場
合
ハ

検
査
証
又
ハ

免
許
証
ノ

書
替
若
ハ

再
下
付
ヲ

受
ケ
第
二

号
第
四
号
ノ

場

合
ハ

検
査
証
又
ハ

免
許
証
ヲ

返
納
シ

第
五

号
ノ

場
合
ハ

戸
主
又
ハ

家
族
ヨ

リ
其
ノ

手
続
ヲ

為
ス

ヘ

シ

一

、

車
輛
ノ

検
査
証
又
ハ

運
転
手
ノ

免
許
証
ヲ

亡
失
毀
損
シ

若
ハ

其
ノ

証
書
記
載
ノ

事
項
ニ

異
動
ヲ

生
シ

又
ハ

其
ノ

文
字
不
分
明
ト

ナ
リ
タ
ル

ト

キ

二
、

車
輛
ヲ

譲
与
シ

又
ハ

使
用
ヲ

廃
止
シ

タ
ル

ト

キ

三
、

運
転
手
ヲ

雇
入
タ
ル

ト
キ

四
、

運
転
手
ノ

解
雇
死
亡
又
ハ

所
在
不
明
ト

ナ
リ
タ
ル

ト

キ

五
、

営
業
者
又
ハ

所
有
者
ノ

異
動
死
亡
又
ハ

所
在
不
明
ト

ナ
リ
タ
ル

ト
キ

第
十
三

条
　
本
則
ニ

依
リ
当
庁
ニ

差
出
ス

ヘ

キ
願
届
ハ

所
轄
警
察
署
ヲ

経
由
ス

ヘ

シ

第
十
四
条
　
第
一

条
第
一

項
第
二

条
第
三

条
第
五
条
乃
至
第
九
条
第
十
二

条
ニ

違
背
シ

又
ハ

第
一

条
第
二

項
ノ

命
令
事
項
若
ハ

第
十
条
及
第
十
一

条
ノ

処
分
ニ

違
背

シ

タ
ル

者
ハ

拘
留
又
ハ

科
料
ニ

処
ス

第
十
五
条
　
営
業
者
賃
貸
業
者
又
ハ

自
家
用
自
働
車
ノ

使
用
者
ハ

其
ノ

代
理
人
家
族
雇
人
其
ノ

他
ノ

従
業
者
ニ

シ

テ

業
務
又
ハ

其
ノ

使
用
ニ

関
シ

前
条
ノ

違
背
行
為

ア

リ
タ
ル

ト

キ
ハ

自
己
ノ

関
知
セ

サ
ル

故
ヲ

以
テ
処
罰
ヲ

免
カ
ル

ヽ

コ

ト
ヲ

得
ス

営
業
者
賃
貸
業
者
又
ハ

自
家
用
者
カ
未
成
年
又
ハ

禁
治
産
者
ナ
ル

ト
キ

ハ

本
則
ニ

依
リ
適
用
ス

ヘ

キ
罰
則
ハ

之
ヲ

法
定
代
理
人
ニ

適
用
ス

法
人
ノ

代
表
者
又
ハ

其
ノ

雇
人
其
ノ

他
ノ

従
業
者
法
人
ノ

業
務
ニ

関
シ

本
則
ニ

違
背
シ

タ
ル

場
合
ニ

於
テ
ハ

本
則
ニ

規
定
シ

タ
ル

罰
則
ヲ

法
人
ニ

適
用
ス

法
人
ヲ

罰
ス

ヘ

キ
場
合
ニ

於
テ
ハ

法
人
ノ

代
表
者
ヲ

以
テ

被
告
ト
ス

附

則

第
十
六
条
　
明
治
三

十
七
年
八
月
神
奈
川
県
令
第
五
十
三

号
自
働
車
取
締
規
則
ハ

本
令
施
行
ノ

日
ヨ

リ
之
ヲ

廃
止
ス

第
十
七
条
　
本
令
施
行
以
前
ヨ

リ
使
用
ス

ル

自
家
乗
用
又
ハ

賃
貸
用
ノ

自
働
車
及
運
転
手
ハ

本
令
施
行
ノ

日
ヨ

リ
三

十
日

以
内
ニ

本
令
ノ

手
続
ヲ

為
ス

ヘ

シ
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